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用語の解説 

【あ】 

アイヌ（民族） 

おおよそ17世紀から19世紀において東北地方北部か

ら北海道（蝦夷ヶ島）、サハリン（樺太）、千島列島に

及ぶ広い範囲をアイヌモシリ（人間の住む大地）とし

て先住していた。 

 

アプリケーション（アプリ） 

スマートフォンなどで動作するソフトウェア。 

 

エイズ 

エイズ（AIDS）とは、Acquired（後天性）、Immuno

（免疫）、Deficiency（不全）、Syndrome（症候群）の

頭文字をとった病名で、日本語では「後天性免疫不全

症候群」といいます。HIV に感染し、病気に対する体

の免疫機能（病気に対する抵抗力）が低下することで

起こる様々な病気のこと。 

 

えせ同和行為 

同和問題は怖い問題であり、避けたほうがよいとの

誤った意識に乗じて、同和の名を名乗り、様々な不当

な利益や義務のないことを要求する行為をいう。 

えせ同和行為は、これまで同和問題の解決に真摯に取

り組んできた人々や、同和関係者に対するイメージを

損ねるばかりでなく、これまで培われてきた教育や啓

発効果を覆し、同和問題に対する誤った認識を植え付

けるという悪影響を生じさせるなど、問題解決の大き

な阻害要因となっている。 

 

【か】 

家庭児童相談員 

家庭児童福祉に専門的技術を持ち、家庭での子育てや

子どもに関する悩み相談に対応する相談員。 

 

技能実習生 

日本において企業や個人事業主等との雇用関係を結び、

出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟

達を図る外国人。在留期間は最長5年とされ、技能等

の修得は、技能実習計画に基づいて行われる。 

 

 

 

基本的人権の尊重 

人権は、全ての人間が生まれながらに享有する永久不

可侵の権利にほかならない。また、全ての人間に普遍

的に保障された権利であり、人間が生まれながらに享

有する、人間固有の、自己以外のいかなるものからも

侵されることのない不可侵の権利である。そして、現

在のみならず将来の国民にも等しく与えられた永久の

権利である。 

 

教育相談員 

児童が悩みや不安を気軽に相談できる話し相手として、

また学校と保護者のパイプ役として、不登校・いじめ

等の未然防止や早期発見・早期対応に当たる相談員。 

 

原理主義 

聖典などに根拠を持つ教義・規範などを厳守し、世俗

主義に対抗しようとする宗教的思想・運動。 

 

公正採用選考人権啓発推進員 

雇用主が同和問題などの人権問題について、正しい理

解と認識の下に公正な採用選考を行うため、一定規模

以上（佐賀県の基準は 30 人以上）の事業所に設置が

求められている。就職の機会均等を確保するという視

点から、公正な採用選考システムを確立するため、採

用選考に関して相当の権限を有する者から選任される。 

 

子育て支援センター 

少子化・核家族化の進行、（家庭や地域における子育

て機能の低下や）子育て中の孤独感や不安感の増大等

への対応として、地域全体で子育てを支援するため、

指導員を配置し育児相談や情報提供を行っている。 

 

【さ】 

サイバー犯罪 

インターネット等の高度情報通信ネットワークを利用

した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした

犯罪等、情報技術を利用した犯罪。 
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ジェンダー 

生まれついての生物学的な性別（セックス）ではなく、

女らしさ・男らしさといった社会的・文化的に女

（男）はこうあるべきとして後から形成された性別の

こと。 

 

社会教育主事 

社会教育主事は、都道府県及び市町村の教育委員会の

事務局に置かれる専門的職員で社会教育を行う者に対

する専門的技術的な助言・指導に当たる役割を担う。 

 

ジョグジャカルタ原則 

平成 18 年（2006 年）11 月、インドネシアのジョグ

ジャカルタにおいて国連特別報告者や元国連人権高等

弁務官などの専門家が集まって開かれた非公式の会議

によって採択された性的指向や性自認に関して国際人

権法がどのように適用されるかをまとめた国際文書。 

 

人権教育のための世界計画 

平成7年（1995年）～平成16年（2004年）の「人権

教育のための国連 10 年」の終了を受けて、引き続き

世界全体で人権教育を積極的に推進していくことを目

的とし、第1段階から第3段階まで数年の段階ごとに

特定のカテゴリーに特化した行動計画が策定されてい

る。 

 

人権擁護委員 

地域住民の中にあって人権擁護活動を行う任務を持っ

た人。市町村長からの推薦により法務大臣が委嘱する。

地域においても、自由人権思想の普及高揚を図るとと

もに、人権侵害が起きないよう監視し、人権を擁護し

ている。 

 

親告罪 

犯人を処罰するかしないかの判断を被害者の意思に任

せる犯罪。 

 

 

 

 

 

 

 

 

人身取引（トラフィッキング） 

「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補

足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し

及び処罰するための議定書」第 3 条（a）において、

「「人身取引」とは、搾取の目的で、暴力その他の形

態の強制力による脅迫若しくはその行為、誘拐、詐欺、

欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずるこ

と又は他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行

われる金銭若しくは利益の授受の手段を用いて、人を

獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿し、又は収受するこ

とをいう。搾取には、少なくとも、他の者を売春させ

て搾取することその他の形態の性的搾取、強制的な労

働若しくは役務の提供、奴隷化若しくはこれに類する

行為、隷属又は臓器の摘出を含める。」と定義されて

いる。 

 

スクールカウンセラー 

文部省は平成 7 年度（1995 年度）から、学校におけ

るカウンセリング等の機能の充実を図るため「スクー

ルカウンセラー活用調査研究委託事業」を開始してい

る。この事業で選考され、研究委託校に派遣されてい

る者はスクールカウンセラーと呼ばれ、臨床心理士な

ど臨床心理に関して高度に専門的な知識、経験を有す

るものである。 

 

スクールソーシャルワーカー 

教育分野に関する知識に加え、社会福祉等の専門的な

知識や技術を持ち、児童生徒が抱える問題を解決する

ため、関係機関等とのネットワークの構築や保護者に

対する支援等、児童生徒の置かれた様々な環境に働き

かけ支援する。 

 

ストーカー 

ストーカーの明確な定義や概念はないが、特定の者に

対する恋愛感情などが満たされなかったことに対する

怨恨の感情を充足する目的でつきまとい等を繰り返す

者のことをいう。平成 12 年（2000 年）に「ストー

カー行為等の規制等に関する法律」が制定され、ス

トーカー行為等の取締りが行われている。 

 

性感染症 

性行為によって感染する病気の総称。性行為感染症や

ＳＴＤ／ＳＴＩとも呼ばれる。 
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性自認 

自分の性別をどのように認識しているか、どのような

性のあり方を自分の感覚として持っているかを示す概

念。「心の性」と呼ばれることもある。 

 

性的指向 

ある人の恋愛や性的関心がどの対象に向くかを示す概

念。具体的には、恋愛・性愛関心が異性に向かう愛

（ヘテロセクシュアル）、同性に向かう同性愛（ホモ

セクシュアル）、男女両方に向かう両性愛（バイセク

シュアル）等を指す。 

 

世界エイズデー 

世界レベルでのエイズのまん延防止と患者・感染者に

対する差別・偏見の解消を目的に、WHO（世界保健機

関）が1988年に制定したもので、毎年12月1日を中

心に、世界各国でエイズに関する啓発活動が行われて

いる。 

 

セクシュアル・ハラスメント 

「継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、

相手の意思に反して行われる性的な言動であり、それ

は、単に雇用関係にある者のみならず、施設における

職員とその利用者との間や団体における構成員間など、

様々な生活の場で起こり得るもの」であり、日本では、

一般的に「セクハラ」と略して、使用されることが多

い。 

また、「事業主が職場における性的な言動に起因する

問題に関して雇用管理上配慮すべき事項についての指

針（平成 10 年労働省告示第 20 号）」では「職場にお

いて行われる性的な言動に対する女性労働者の対応に

より当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受

けるもの」を対価型セクシュアルハラスメント、「当

該性的な言動により女性労働者の就業環境が害される

もの」を環境型セクシュアルハラスメントと規定して

いる。 

 

賤称（語） 

相手をさげすんで呼ぶ称のこと。 

 

 

 

 

 

【た】 

地域改善対策協議会意見具申 

地域改善対策特別措置法（昭和57年法律第16号）に

基づき総理府の附属機関として設置された地域改善対

策協議会が政府に対して平成 8 年（1996 年）に意見

具申したもので、正式には「同和問題の早期解決に向

けた今後の方策の基本的な在り方について（意見具

申）」という。この中では、それまでの特別対策から

一般対策への移行を基本姿勢としながらも、「特別対

策の終了、すなわち一般対策への移行が、同和問題の

早期解決を目指す取組みの放棄を意味するものでない

ことは言うまでもない」として、その後の重点施策の

方向性を示している。 

 

地域包括ケアシステム 

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、介護や

支援が必要な状態になっても、住み慣れた地域で自分

らしい生活が継続できるよう、医療、介護、介護予防、

住まい、生活支援が包括的に提供される地域での体制。 

 

地域包括支援センター 

平成 18年（2006 年）に創設された機関で、主に地域

の高齢者や介護する家族に対して、心身の健康維持や

生活の安定、保健、福祉、医療の向上、権利擁護、虐

待防止などの総合的マネジメントを行い、支援してい

くことを業務としている。 

 

同和問題（部落差別） 

日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分的差

別により生じた我が国固有の人権問題。現在もなお、

同和地区、被差別部落などと呼ばれる特定の地域の出

身であることやそこに住んでいることを理由に結婚を

妨げられたり、就職で不公平に扱われるなどの差別が

存在するとともに、情報化の進展により差別の状況に

変化が生じているとされる。 

 

【な】 

内部障害 

内蔵機能の障害。身体障害者福祉法では、「心臓機能」、

「呼吸器機能」、「じん臓機能」、「ぼうこう・直腸機

能」、「小腸機能」、「肝臓機能」、「ヒト免疫不全ウイル

ス（HIV）」の7種類の機能障害が定められている。 
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難病 

治療が困難で、慢性的経過をたどり、本人・家族の経

済的・身体的・精神的負担が大きい疾患。 

 

認知症 

いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働き

が悪くなったりしたために様々な障害が起こり、生活

する上で支障が出ている状態（およそ 6 ヵ月以上継

続）を指す。認知症を引き起こす病気のうち、もっと

も多いのは、脳の神経細胞がゆっくりと死んでいく

「変性疾患」と呼ばれる病気である。アルツハイマー

病、前頭・側頭型認知症、レビー小体病などがこの

「変性疾患」に当たる。続いて多いのが、脳梗塞、脳

出血、脳動脈硬化などのために、神経の細胞に栄養や

酸素が行き渡らなくなり、その結果その部分の神経細

胞が死んだり、神経のネットワークが壊れたりしてし

まう脳血管性認知症である。 

 

認定こども園 

幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備えるものを

都道府県が認定。 

①教育及び保育を一体的に提供（保護者の就労の有無

によらず受け入れの対応） 

②地域における子育て支援の実施（子育て相談や親子

の集いの場の提供） 

 

ノーマライゼーション 

障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通

の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に

生きる社会こそノーマル（正常な様子）であるという

考え。 

 

【は】 

排外主義 

外国人や外国の思想、文物、生活様式などを嫌ってし

りぞけようとする考え方や立場。 

 

バーチャル 

実態を伴わないさま。仮想的。疑似的。（仮想世界、

仮想現実） 

 

 

 

 

発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群等の広汎性発達障害、学

習障害（LD）、注意欠陥・多動性障害（ADHD）等、脳

機能の障害であって、通常低年齢において症状が発現

する。自閉症には、知的障害を伴う場合と伴わない場

合（高機能自閉症）がある。 

 

ハートプラスマーク 

内部障害者を示すマークとして、特定非営利法人ハー

ト・プラスの会が奨励しているマーク。身体内部（心

臓、呼吸器機能、じん臓、ぼうこう・直腸、小腸、肝

臓、免疫機能）に障害がある方は、外見から分かりに

くいため、様々な誤解を受けることがある。 

 

パワーハラスメント 

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係

などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲

を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境

を悪化させる行為。 

 

フィルタリング 

データをふるいにかけて分類すること。ネットワーク

においては、指定した要件によって通信許可するか遮

断したりする機能を指す。迷惑メールやスパムを隔離

する電子メールのフィルタリング機能、有害サイトへ

のアクセスを制限するコンテンツ・フィルタリング、

ネットワークへの不正侵入を防止するパケット・フィ

ルタリングなどがある。 

 

福祉犯罪 

少年に対し「わいせつな行為をする」「売春を強要す

る」「シンナーや覚せい剤を密売する」など少年の心

身に有害な影響を与え、健全な育成を阻害する悪質な

犯罪。 

 

プロバイダー 

通信回線などを通じて、顧客である企業や家庭のコン

ピューターをインターネットに接続する業者。 

 

 

ヘイトスピーチ 

特定の国の出身者であること又はその子孫であること

のみを理由に日本社会から追い出そうとするなどの一

方的な内容の言動や行動。 



5 

ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の

方、又は妊娠初期の方など、外見から分からなくても

援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮

を必要としていることを知らせることで、援助を得や

すくなるよう、東京都福祉保健局が作成したマーク。 

 

【ま】 

マイノリティ 

「マジョリティ（多数者）」に対する「少数者」のこ

と。 

 

マタニティハラスメント 

職場において、妊娠・出産したこと、育児のための制

度を利用したこと等に関して、上司・同僚が就業環境

を害する言動を行うこと。 

 

耳マーク 

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない

人・聞こえにくい人への配慮を表すマークで、一般社

団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会において

啓発を行っている。このマークを提示された場合は、

相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、

コミュニケーションの方法等への配慮が必要。 

 

民生委員・児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、

常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行

い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委

員」を兼ねている。児童委員は、地域の子どもたちが

元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、

子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等

を行う。また、一部の児童委員は児童に関することを

専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けてい

る。 

 

メンタルヘルス 

直訳すると「心の健康」。「精神保健」という言い方を

することもある。最近では「心身ともに充実した健康

状態を目指そう」という意味で使われることもある。 

 

 

 

 

【わ】 

ワーク・ライフ・バランス 

仕事と生活の調和。働く全ての人が、「仕事」と育児

や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事

以外の生活」との調和をとり、その両方を充実させる

働き方・生き方のこと。 

 

【Ｄ】 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

夫婦や恋人など親密な間柄にある男女間において、主

として男性から女性に加えられる身体的、精神的、性

的な暴力をいう。殴る、蹴るといった物理的な暴力だ

けでなく、脅し、ののしり、無視、行動の制限・強制、

苦痛を与えられることなども含めた概念をいう。 

 

【Ｈ】 

ＨＩＶ感染者 

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)による感染が抗体検査等

により確認されているが、エイズに特徴的な指標疾患

であるカリニ肺炎等を発症していない状態の人。 

 

【Ｉ】 

ＩＣＴ 

情報通信技術。Information ＆ Communications 

Technology の略。 

 

【Ｓ】 

ＳＮＳ 

ソーシャルネットワーキングサービス（Social 

Networking Service）の略で、登録された利用者同士

が交流できるＷｅｂサイトの会員制サービスのこと。

友人同士や、同じ趣味を持つ人同士が集まり、ある程

度閉ざされた世界にすることで、密接な利用者間のコ

ミュニケーションを可能にしている。（出典：総務省

「国民のための情報セキュリティサイト」） 
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世界人権宣言 

1948年12月10日 

第3回国際連合総会 採択 

前 文 

 

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲

ることのできない権利とを承認することは、世界にお

ける自由、正義及び平和の基礎であるので、 

人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった

野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、

恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高

の願望として宣言されたので、 

人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆

に訴えることがないようにするためには、法の支配に

よって人権を保護することが肝要であるので、 

諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要で

あるので、 

国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本

的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権につい

ての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで

社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意

したので、 

加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自

由の普遍的な尊重及び尊守の促進を達成することを誓

約したので、 

これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この

誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、 

よって、ここに、国際連合総会は、 

社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常

に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、ま

た、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これ

らの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進

すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵

守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保す

ることに努力するように、の人民とすべての国とが達

成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布

する。 

 

第1条 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、

かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理

性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を

もって行動しなければならない。 

第2条 

1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、

政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、

財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる

事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲

げるすべての権利と自由とを享有することができる。 

2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国である

と、信託統治地域であると、非自治地域であると、

又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、

その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位

に基づくいかなる差別もしてはならない。 

 

第3条 

すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する

権利を有する。 

 

第4条 

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。 

奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止

する。 

 

第5条 

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱

的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。 

 

第6条 

すべて人は、いかなる場所においても、法の下にお

いて、人として認められる権利を有する。 

 

第7条 

すべての人は、法の下において平等であり、また、

いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を

有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる

差別に対しても、また、そのような差別をそそのかす

いかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を

有する。 

 

第8条 

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本

的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判

所による効果的な救済を受ける権利を有する。 
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第9条 

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放される

ことはない。 

 

第10条 

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対す

る刑事責任が決定されるに当って、独立の公平な裁判

所による公正な公開の審理を受けることについて完全

に平等の権利を有する。 

 

第11条 

1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に

必要なすべての保障を与えられた公開の裁判におい

て法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推

定される権利を有する。 

2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪

を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とさ

れることはない。また、犯罪が行われた時に適用さ

れる刑罰より重い刑罰を課せられない。 

 

第12条 

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対

して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対

して攻撃を受けることはない。人はすべて、このよう

な干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有す

る。 

 

第13条 

1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及

び居住する権利を有する。 

2 すべての人は、自国その他いずれの国をも立ち去

り、及び自国に帰る権利を有する。 

 

第14条 

1 すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難する

ことを求め、かつ、避難する権利を有する。 

2 この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の

目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合

には、援用することはできない。 

 

第15条 

1 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。 

2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はそ

の国籍を変更する権利を否認されることはない。 

第16条 

1 成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかな

る制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつ

くる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその

解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。 

2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によって

のみ成立する。 

3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であっ

て、社会及び国の保護を受ける権利を有する。 

 

第17条 

1 すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を

所有する権利を有する。 

2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われること

はない。 

 

第18条 

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権

利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自

由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私

的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信

念を表明する自由を含む。 

 

第19条 

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有

する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見

をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を

越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、

受け、及び伝える自由を含む。 

 

第20条 

1 すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対す

る権利を有する。 

2 何人も、結社に属することを強制されない。 

 

第21条 

1 すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者

を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。 

2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権

利を有する。 

3 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければ

ならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙に

よって表明されなければならない。この選挙は、平

等の普通選挙によるものでなければならず、また、
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秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手

続によって行われなければならない。 

 

第22条 

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける

権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、

また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自

己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、

社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。 

 

第23条 

1 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正

かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保

護を受ける権利を有する。 

2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、

同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有す

る。 

3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人

間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利

な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的

保護手段によって補充を受けることができる。 

4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組

合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。 

 

第24条 

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な

有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。 

 

第25条 

1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設

等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生

活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、

配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能

の場合は、保障を受ける権利を有する。 

2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を

有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わ

ず、同じ社会的保護を受ける。 

 

第26条 

1 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、

少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無

償でなければならない。初等教育は、義務的でなけ

ればならない。技術教育及び職業教育は、一般に利

用できるものでなければならず、また、高等教育は、

能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていな

ければならない。 

2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的

自由の尊重の強化を目的としなければならない。教

育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の

相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、

平和の維持のため、国際連合の活動を促進するもの

でなければならない。 

3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権

利を有する。 

 

第27条 

1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸

術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずか

る権利を有する。 

2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美

術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護さ

れる権利を有する。 

 

第28条 

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全

に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有

する。 

 

第29条 

1 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がそ

の中にあってのみ可能である社会に対して義務を負

う。 

2 すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに

当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊

重を保障すること並びに民主的社会における道徳、

公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすこと

をもっぱら目的として法律によって定められた制限

にのみ服する。 

3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国

際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。 

 

第30条 

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又

は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破

壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を

有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはなら

ない。 
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日本国憲法（抜粋） 

昭和21（1946）年11月3日公布  

昭和22（1947）年5月3日施行  

日本国民は、正当に選挙された国会における代表

者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、

諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつ

て自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつ

て再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること

を決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、

この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛

な信託によるものであつて、その権威は国民に由来

し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その

福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原

理であり、この憲法は、かかる原理に基くものであ

る。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び

詔勅を排除する。 

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関

係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われ

らの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、

平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から

永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、

名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界

の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和の

うちに生存する権利を有することを確認する。 

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専

念して他国を無視してはならないのであつて、政治

道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従

ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に

立たうとする各国の責務であると信ずる。 

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこ

の崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 

 

第3章 国民の権利及び義務 

 

第 10 条 日本国民たる要件は、法律でこれを定め

る。 

第 11 条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨

げられない。この憲法が国民に保障する基本的人

権は、侵すことのできない永久の権利として、現

在及び将来の国民に与へられる。 

第 12 条 この憲法が国民に保障する自由及び権利

は、国民の不断の努力によつて、これを保持しな

ければならない。又、国民は、これを濫用しては

ならないのであつて、常に公共の福祉のためにこ

れを利用する責任を負ふ。 

第 13 条 すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につ

いては、公共の福祉に反しない限り、立法その他

の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

第 14 条 すべて国民は、法の下に平等であつて、

人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別さ

れない。 

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特

権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、

又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力

を有する。 

第 15 条 公務員を選定し、及びこれを罷免するこ

とは、国民固有の権利である。 

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部

の奉仕者ではない。 

3 公務員の選挙については、成年者による普通選

挙を保障する。 

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵し

てはならない。選挙人は、その選択に関し公的に

も私的にも責任を問はれない。 

第 16 条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法

律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の

事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、

かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受け

ない。 

第 17 条 何人も、公務員の不法行為により、損害

を受けたときは、法律の定めるところにより、国

又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 

第 18 条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に

反する苦役に服させられない。 

第 19 条 思想及び良心の自由は、これを侵しては

ならない。 

第 20 条 信教の自由は、何人に対してもこれを保

障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、

又は政治上の権力を行使してはならない。 

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に

参加することを強制されない。 

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗
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教的活動もしてはならない。 

第 21 条 集会、結社及び言論、出版その他一切の

表現の自由は、これを保障する。 

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、

これを侵してはならない。 

第 22 条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居

住、移転及び職業選択の自由を有する。 

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自

由を侵されない。 

第 23 条 学問の自由は、これを保障する。 

第 24 条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、

夫婦が同等の権利を有することを基本として、相

互の協力により、維持されなければならない。 

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離

婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関

しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等

に立脚して、制定されなければならない。 

第 25 条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度

の生活を営む権利を有する。 

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、

社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ

ればならない。 

第 26 条 すべて国民は、法律の定めるところによ

り、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権

利を有する。 

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、そ

の保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負

ふ。義務教育は、これを無償とする。 

第 27 条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務

を負ふ。 

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関す

る基準は、法律でこれを定める。 

3 児童は、これを酷使してはならない。 

第 28 条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その

他の団体行動をする権利は、これを保障する。 

第 29 条 財産権は、これを侵してはならない。 

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、

法律でこれを定める。 

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の

ために用ひることができる。 

第 30 条 国民は、法律の定めるところにより、納

税の義務を負ふ。 

第 31 条 何人も、法律の定める手続によらなけれ

ば、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他

の刑罰を科せられない。 

第 32 条 何人も、裁判所において裁判を受ける権

利を奪はれない。 

第 33 条 何人も、現行犯として逮捕される場合を

除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理

由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなけれ

ば、逮捕されない。 

第 34 条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、

直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、

抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由

がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理

由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開

の法廷で示されなければならない。 

第 35 条 何人も、その住居、書類及び所持品につ

いて、侵入、捜索及び押収を受けることのない権

利は、第３３条の場合を除いては、正当な理由に

基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する

物を明示する令状がなければ、侵されない。 

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発す

る各別の令状により、これを行ふ。 

第 36 条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶

対にこれを禁ずる。 

第 37 条 すべて刑事事件においては、被告人は、

公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有

する。 

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する

機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために

強制的手続により証人を求める権利を有する。 

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有す

る弁護人を依頼することができる。被告人が自ら

これを依頼することができないときは、国でこれ

を附する。 

第 38 条 何人も、自己に不利益な供述を強要され

ない。 

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に

長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを

証拠とすることができない。 

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自

白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せ

られない。 

第 39 条 何人も、実行の時に適法であつた行為又

は既に無罪とされた行為については、刑事上の責

任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ね

て刑事上の責任を問はれない。 

第 40 条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の

裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、
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国にその補償を求めることができる。 

 

第10章 最高法規 

 

第 97 条 この憲法が日本国民に保障する基本的人

権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果

であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪

へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのでき

ない永久の権利として信託されたものである。 
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

（平成 12年 12月 6日法律第 147号） 
（目的） 

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関

する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、

信条又は性別による不当な差別の発生等の人

権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外

の情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に

関する施策の推進について、国、地方公共団

体及び国民の責務を明らかにするとともに、

必要な措置を定め、もって人権の擁護に資す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、人権教育とは、人

権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を

いい、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の

理念を普及させ、及びそれに対する国民の理

解を深めることを目的とする広報その他の啓

発活動（人権教育を除く。）をいう。 

（基本理念） 

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及

び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その

他の様々な場を通じて、国民が、その発達段

階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深

め、これを体得することができるよう、多様

な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の

自主性の尊重及び実施機関の中立性の確保を

旨として行われなければならない。 

（国の責務） 

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権

啓発の基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、人権教育及び人権啓発に

関する施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

（地方公共団体の責務） 

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏ま

え、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定

し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努める

とともに、人権が尊重される社会の実現に寄与

するよう努めなければならない。 

（基本計画の策定） 

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権

教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定

しなければならない。 

（年次報告） 

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人

権教育及び人権啓発に関する施策についての報

告を提出しなければならない。 

（財政上の措置） 

第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施

策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に

係る事業の委託その他の方法により、財政上の

措置を講ずることができる。 

附則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。た

だし、第８条の規定は、この法律の施行の日の

属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び

人権啓発に関する施策について適用する。 

（見直し） 

第２条 この法律は、この法律の施行の日から３

年以内に、人権擁護施策推進法（平成８年法律

第１２０号）第３条第２項に基づく人権が侵害

された場合における被害者の救済に関する施策

の充実に関する基本的事項についての人権擁護

推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直

しを行うものとする。 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

(平成二十五年六月二十六日) 

(法律第六十五号) 

 (目的) 

第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十

五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっと

り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重

んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障さ

れる権利を有することを踏まえ、障害を理由と

する差別の解消の推進に関する基本的な事項、

行政機関等及び事業者における障害を理由とす

る差別を解消するための措置等を定めることに

より、障害を理由とする差別の解消を推進し、

もって全ての国民が、障害の有無によって分け

隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し合いながら共生する社会の実現に資すること

を目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害

(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害

(以下「障害」と総称する。)がある者であって、

障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又

は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるも

のをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生

活又は社会生活を営む上で障壁となるような社

会における事物、制度、慣行、観念その他一切

のものをいう。 

三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人

等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七

年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を

受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第

七号、第十条及び附則第四条第一項において同

じ。)及び地方独立行政法人をいう。 

四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内

閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機

関 

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十

一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二

項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令

で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政

令で定める機関を除く。) 

ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十

号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定め

る機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定

める機関を除く。) 

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並び

に宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条

第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第

五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用

する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定め

るもの 

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び

同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるも

の 

ヘ 会計検査院 

五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 

イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一

年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行

政法人をいう。ロにおいて同じ。) 

ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法

律により特別の設立行為をもって設立された法人

(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設

立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要

する法人のうち、政令で定めるもの 

六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法

(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規

定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三

号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。 
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七 事業者 商業その他の事業を行う者(国、

独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行

政法人を除く。)をいう。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣

旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の

推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを

実施しなければならない。 

(国民の責務) 

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現

する上で障害を理由とする差別の解消が重要で

あることに鑑み、障害を理由とする差別の解消

の推進に寄与するよう努めなければならない。 

(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合

理的な配慮に関する環境の整備) 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁

の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮

を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の

改善及び設備の整備、関係職員に対する研修そ

の他の必要な環境の整備に努めなければならな

い。 

第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消

の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施

するため、障害を理由とする差別の解消の推進

に関する基本方針(以下「基本方針」という。)

を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定め

るものとする。 

一 障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る施策に関する基本的な方向 

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差

別を解消するための措置に関する基本的な事項 

三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を

解消するための措置に関する基本的な事項 

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進

に関する施策に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しよ

うとするときは、あらかじめ、障害者その他の

関係者の意見を反映させるために必要な措置を

講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴

かなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議

の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準

用する。 

(行政機関等における障害を理由とする差別の禁

止) 

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行う

に当たり、障害を理由として障害者でない者と不

当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権

利利益を侵害してはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当

たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要と

している旨の意思の表明があった場合において、

その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者

の権利利益を侵害することとならないよう、当該

障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社

会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な

配慮をしなければならない。 

(事業者における障害を理由とする差別の禁止) 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障

害を理由として障害者でない者と不当な差別的取

扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害

してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者

から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の

意思の表明があった場合において、その実施に伴

う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を

侵害することとならないよう、当該障害者の性別、

年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去

の実施について必要かつ合理的な配慮をするよう

に努めなければならない。 

(国等職員対応要領) 

第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、

基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、
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当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適

切に対応するために必要な要領(以下この条及び

附則第三条において「国等職員対応要領」とい

う。)を定めるものとする。 

２ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、

国等職員対応要領を定めようとするときは、あ

らかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映

させるために必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、

国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更

について準用する。 

(地方公共団体等職員対応要領) 

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政

法人は、基本方針に即して、第七条に規定する

事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方

独立行政法人の職員が適切に対応するために必

要な要領(以下この条及び附則第四条において

「地方公共団体等職員対応要領」という。)を

定めるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人

は、地方公共団体等職員対応要領を定めようと

するときは、あらかじめ、障害者その他の関係

者の意見を反映させるために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

３ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人

は、地方公共団体等職員対応要領を定めたとき

は、遅滞なく、これを公表するよう努めなけれ

ばならない。 

４ 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行

政法人による地方公共団体等職員対応要領の作

成に協力しなければならない。 

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応

要領の変更について準用する。 

(事業者のための対応指針) 

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第

八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対

応するために必要な指針(以下「対応指針」と

いう。)を定めるものとする。 

２ 第九条第二項から第四項までの規定は、対

応指針について準用する。 

(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に

関し、特に必要があると認めるときは、対応指

針に定める事項について、当該事業者に対し、

報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をす

ることができる。 

(事業主による措置に関する特例) 

第十三条 行政機関等及び事業者が事業主として

の立場で労働者に対して行う障害を理由とする差

別を解消するための措置については、障害者の雇

用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百

二十三号)の定めるところによる。 

(相談及び紛争の防止等のための体制の整備) 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びそ

の家族その他の関係者からの障害を理由とする差

別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を

理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図

ることができるよう必要な体制の整備を図るもの

とする。 

(啓発活動) 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由と

する差別の解消について国民の関心と理解を深め

るとともに、特に、障害を理由とする差別の解消

を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓

発活動を行うものとする。 

(情報の収集、整理及び提供) 

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消す

るための取組に資するよう、国内外における障害

を理由とする差別及びその解消のための取組に関

する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

(障害者差別解消支援地域協議会) 

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、

医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参

加に関連する分野の事務に従事するもの(以下こ

の項及び次条第二項において「関係機関」とい
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う。)は、当該地方公共団体の区域において関係

機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及

び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とす

る差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に

行うため、関係機関により構成される障害者差別

解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を

組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び

地方公共団体の機関は、必要があると認めると

きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加

えることができる。 

一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七

号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法

人その他の団体 

二 学識経験者 

三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必

要と認める者 

(協議会の事務等) 

第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達す

るため、必要な情報を交換するとともに、障害

者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえ

た障害を理由とする差別を解消するための取組

に関する協議を行うものとする。 

２ 関係機関及び前条第二項の構成員(次項に

おいて「構成機関等」という。)は、前項の協

議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏ま

えた障害を理由とする差別を解消するための取

組を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及

び協議を行うため必要があると認めるとき、又

は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事

例を踏まえた障害を理由とする差別を解消する

ための取組に関し他の構成機関等から要請が

あった場合において必要があると認めるときは、

構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差

別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明

その他の必要な協力を求めることができる。 

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公

共団体において処理する。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共

団体は、内閣府令で定めるところにより、その

旨を公表しなければならない。 

(秘密保持義務) 

第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会

の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協

議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

(協議会の定める事項) 

第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の

組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。 

(主務大臣) 

第二十一条 この法律における主務大臣は、対応

指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又

は国家公安委員会とする。 

(地方公共団体が処理する事務) 

第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限

に属する事務は、政令で定めるところにより、地

方公共団体の長その他の執行機関が行うこととす

ることができる。 

(権限の委任) 

第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権

限に属する事項は、政令で定めるところにより、

その所属の職員に委任することができる。 

(政令への委任) 

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この

法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一

年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料

に処する 
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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 

(平成二十八年六月三日) 

(法律第六十八号) 

 

我が国においては、近年、本邦の域外にある

国又は地域の出身であることを理由として、適

法に居住するその出身者又はその子孫を、我が

国の地域社会から排除することを煽せん動する

不当な差別的言動が行われ、その出身者又はそ

の子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当

該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている。 

もとより、このような不当な差別的言動は

あってはならず、こうした事態をこのまま看過

することは、国際社会において我が国の占める

地位に照らしても、ふさわしいものではない。 

ここに、このような不当な差別的言動は許さ

れないことを宣言するとともに、更なる人権教

育と人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、

その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の

解消に向けた取組を推進すべく、この法律を制

定する。 

  

(目的) 

第一条 この法律は、本邦外出身者に対する不当

な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに

鑑み、その解消に向けた取組について、基本理

念を定め、及び国等の責務を明らかにするとと

もに、基本的施策を定め、これを推進すること

を目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律において「本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外に

ある国若しくは地域の出身である者又はその子

孫であって適法に居住するもの(以下この条に

おいて「本邦外出身者」という。)に対する差

別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とそ

の生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害

を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく

侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の

出身であることを理由として、本邦外出身者を

地域社会から排除することを煽動する不当な差

別的言動をいう。 

(基本理念) 

第三条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差

別的言動の解消の必要性に対する理解を深める

とともに、本邦外出身者に対する不当な差別的

言動のない社会の実現に寄与するよう努めなけ

ればならない。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第四条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別

的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施

するとともに、地方公共団体が実施する本邦外

出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組に関する施策を推進するために必要な助

言その他の措置を講ずる責務を有する。 

２ 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当

な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国と

の適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情

に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。 

(相談体制の整備) 

第五条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別

的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、

これに関する紛争の防止又は解決を図ることが

できるよう、必要な体制を整備するものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏

まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者

に対する不当な差別的言動に関する相談に的確

に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又

は解決を図ることができるよう、必要な体制を

整備するよう努めるものとする。 

(教育の充実等) 

第六条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別 

的言動を解消するための教育活動を実施すると

ともに、そのために必要な取組を行うものとす

る。 
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２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏

まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者

に対する不当な差別的言動を解消するための教

育活動を実施するとともに、そのために必要な

取組を行うよう努めるものとする。 

(啓発活動等) 

第七条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別  

的言動の解消の必要性について、国民に周知し、

その理解を深めることを目的とする広報その他

の啓発活動を実施するとともに、そのために必

要な取組を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏

まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者

に対する不当な差別的言動の解消の必要性につ

いて、住民に周知し、その理解を深めることを

目的とする広報その他の啓発活動を実施すると

ともに、そのために必要な取組を行うよう努め

るものとする。 
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部落差別の解消の推進に関する法律 

(平成二十八年十二月十六日) 

(法律第百九号) 

(目的) 

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関す

る状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の

理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課

題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務

を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、

もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。 

(基本理念) 

第二条 部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個

人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人

一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行わ

れなければならない。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第三条 国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共

団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指導及び助言を行

う責務を有する。 

２ 地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏

まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずるよう

努めるものとする。 

(相談体制の充実) 

第四条 国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相

談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。 

(教育及び啓発) 

第五条 国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。 

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消する

ため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 

(部落差別の実態に係る調査) 

第六条 国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差

別の実態に係る調査を行うものとする。 
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鳥栖市人権擁護に関する条例 

 
平成10年3月24日 

条例第9号 

 

(目的) 

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念に基づき、人権の

侵害をなくし、人権の擁護を図るために必要な事項を定めることにより、人権尊重を基調とする明る

く住みよい鳥栖市の実現に寄与することを目的とする。 

 

(市の責務) 

第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進する責務を有する。 

 

(市民の責務) 

第3条 すべての市民は、相互に人権を尊重し、自らも人権の侵害及び人権の侵害を助長する行為をし

ないよう努めるとともに、市が行う施策に協力するものとする。 

 

(施策の推進等) 

第4条 市は、次に掲げる施策を推進するものとする。 

(1) 人権擁護意識の高揚、啓発に関する施策 

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策 

2 市は、前項の施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関との連携を図り、推進体制の充実

に努めるものとする。 

 

(審議会) 

第5条 人権擁護に関し必要な事項を調査審議するため、鳥栖市人権擁護審議会(以下「審議会」とい

う。)を設置する。 

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。 

 

(委任) 

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成10年4月1日から施行する。 
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鳥栖市人権教育・啓発推進本部設置要綱 
（設置） 
第１条 本市における人権教育・啓発活動を総合的かつ効果的に推進するため、鳥栖市人権教育・啓発

活動推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第２条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

 （１）鳥栖市人権教育・啓発活動に関する基本方針の策定及び推進に関すること。 

 （２）その他本市が行う人権教育・啓発に関すること。 

（推進本部） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は副市長を、副本部長は教育長をもって充てる。 

３ 本部員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

（本部長及び副本部長の職務） 

第４条 本部長は、推進本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。 

（幹事会） 

第５条 推進本部の所掌事務について協議調整を行うとともに推進本部が決定した施策の推進に関し

て必要な事項を処理するため、推進本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。 

３ 幹事長は社会福祉課長を、副幹事長は生涯学習課長をもって充てる。 

４ 幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 幹事長は、幹事会を総括する。 

６ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代理する。 

（作業部会） 

第６条 推進本部の所掌事務について施策の調査、研究、推進等を図るため、幹事会に作業部会を置

く。 

２ 作業部会は、作業部会長、副作業部会長及び作業部会員をもって組織する。 

３ 作業部会長は社会福祉課長を、副作業部会長は生涯学習課長をもって充てる。 

４ 作業部会員は、別表第３に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 作業部会長は、作業部会を総括する。 

６ 副作業部会長は、作業部会長を補佐し、作業部会長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第７条 推進本部、幹事会又は作業部会の会議は、それぞれ本部長、幹事長又は作業部会長がそれぞ

れ招集し、その議長となる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部及び幹事会の合同会議を招集することができる。 

３ 幹事又は作業部会員は、それぞれの幹事会又は作業部会の会議に出席できないときは、当該幹事又

は作業部会員が指名する者が代理して出席することができる。 

４ 本部長、幹事長及び作業部会長は、関係者の出席が必要と認めるときは、その関係者の出席を求め、

意見又は説明を聞くことができる。 
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（事務局） 

第８条 推進本部の庶務は、社会福祉課（主管）及び生涯学習課で処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成 20 年 6月 1日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 27 年 7月 6日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成 28 年 4月 1日から施行する。 

 
 

別表第１ 

本部員 

 

 
 
 
 

  

 

別表第２ 別表第３ 

幹事 作業部会員 

総務課長 
財政課長 
総合政策課長 
情報政策課長 
社会福祉課長 
こども育成課長 
健康増進課長 
スポーツ振興課長 
市民協働推進課長 
商工振興課長 
建設課長 
国道・交通対策課長 
教育総務課長 
学校教育課長 
生涯学習課長 

 

総務部長 
企画政策部長 
健康福祉みらい部長 
市民環境部長 
産業経済部長 
教育次長 

総務課職員係長 

財政課財政係長 

総合政策課政策推進係長 

情報政策課情報政策係長 

社会福祉課地域福祉係長 

こども育成課子育て支援係長 

健康増進課健康づくり係長 

スポーツ振興課スポーツ振興係長 

市民協働推進課市民協働係長 

商工振興課商工観光労政係長 

建設課道路河川整備係長 

国道・交通対策課道路・交通政策係長 

教育総務課総務係長 

学校教育課学校教育係長 

生涯学習課生涯学習推進係長 
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鳥栖市人権教育・啓発推進機構図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥栖市人権擁護審議会 
  

     
       
  

鳥栖市民 
（ パブリックコメント ） 

鳥栖市人権教育 ・ 啓発推進本部 

推 進 本 部 
  
  
  
  
 

鳥栖市人権教育・啓発活動に関する基本方針の策定及び推進 
に関すること。 
その他市が行う人権教育・啓発に関すること。 

幹 事 会 
  
  
推進本部の所掌事務についての協議調整及び推進本部が決定 
した施策等に関して必要な事項を処理すること。 

作 業 部 会 
  
  
  

各関係機関及 び 団体 

教育・啓発推進 

人権擁護に関し、 

必要な事項を調査審議する。 
鳥栖市長 

推進本部の所掌事務についての施策の調査、研究及び推進

等を図ること。 
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